
備考　１　大気関係、水質関係、騒音・振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する欄に所要事項を記載す
　　　　　ること。「公害防止主任者（公害防止主任者の代理者）」の欄には、「○○関係公害防止主任者（公害防
　　　　　止主任者の代理者）」と記載すること。
　　　２　公害防止主任者（公害防止主任者の代理者）を2名以上選任する場合は、「公害防止主任者（公害防
　　　　　止主任者の代理者）」の欄を追加して記載すること。
　　　３　※印の欄は記載しないこと。
　　　４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。
　　　５　公害防止主任者（公害防止主任者の代理者）が他の指定工場等の公害防止主任者（公害防止主任者の
　　　　代理者）を兼ねる場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則（昭和46年大
　　　　蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号）第5条第2号ただし書に基づく基準を満たして
　　　　いることを証する書類を添付すること。
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